
 

 
 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限

の延長（グリーン投資減税） 

（国税７）（法人税：義、所得税：外） 

 

2 要望の内容 ○次の設備の即時償却の適用期限を１年間延長する（平成２８年３月末ま

で）。 

・太陽光発電 

・風力発電 

 

3 担当部局 環境省地球環境局地球温暖化対策課 

4 評価実施時期 平成 26 年 8 月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 23 年度 創設  

（対象期間は平成 23 年 6 月 30 日から平成 26 年 3 月 31 日まで） 

 

平成 24 年度 一部改正 

太陽光発電設備及び風力発電設備のうち、固定価格買取制度の認定を受

けていて、かつ、一定の発電容量以上の設備について、即時償却を創設した。

（平成 24 年 5 月 29 日から平成 25 年度 3 月 31 日までの 1 年間） 

 

平成 25 年度 拡充・延長 

 ①太陽光発電設備（10kW 以上）、風力発電設備（1 万 kW 以上）の 7％税額控

除（中小企業者）又は即時償却について、コージェネレーション設備を対

象に追加する。 

②ハイブリッド建設機械、電気自動車、電気自動車専用急速充電器等の

7％税額控除（中小企業者）又は 30％特別償却について、新たに中小水

力発電設備、下水熱利用設備、定置用蓄電設備、LED 照明、高効率空

調、高断熱窓を対象設備に追加する。 

 

適用期限を、①は平成 27 年 3 月 31 日まで、②については平成 28 年 3

月 31 日までの措置とする。 

 

平成 26 年度 縮減 

熱電併給型動力発生装置、熱併給型動力発生装置、高効率複合工作機械、

ハイブリッド建設機械、高効率電気式誘導加熱炉、断熱強化型工業炉、高性

能工業炉廃熱回収式燃焼装置、ガス冷房装置、高断熱窓設備、氷蓄熱式冷

凍機組込型空気調和機、高効率照明設備を対象から削除する。 

 

6 適用又は延長期間 平成 27 年 4 月１日から平成 28 年 3 月 31 日までに延長 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

グリーン投資減税は、平成２２年 6 月に閣議決定された「エネルギー基本計

画」及び「新成長戦略」を踏まえ、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭

 



 

 
 

素設備や、再生可能エネルギー設備への投資（グリーン投資）を重点的に支

援する制度として創設され、平成 23 年 6 月 30 日に施行された。省エネ効果・

ＣＯ２削減効果の高い設備に対する投資を促進し、低炭素社会の構築を実現

することを目的としたものである。 

震災以降の原子力発電停止による火力発電の増加に伴い、温室効果ガス

排出量は 2010 年度から 2 年で約 7％増加している。加えて、原発依存度を可

能な限り低減させていく、という政権の方針の下、再生可能エネルギー導入の

推進は極めて重要である。本年 4 月 11 日に閣議決定された新たな「エネルギ

ー基本計画」においても、再生可能エネルギーについて、「2013 年から 3 年程

度、導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進」と掲げられており、そ

の目標値については、「これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準

を更に上回る水準の導入を目指」すとされている。再生可能エネルギーの導入

を最大限加速するためにも、他の施策と同様に本税制措置が必要。 

＜太陽光発電＞ 

太陽光は 2012 年 7 月に開始された固定価格買取制度（FIT）により導入が

進んだが、今後は①メガソーラー用地減少による中小規模へのシフト、②適地

減少による追加費用発生、等を背景に導入ペースが鈍化する可能性もある。

このような状況下で、今後も中小企業者等から再エネ全体の牽引役である太

陽光発電への積極的投資を促すには、初期費用軽減効果の高い措置が必要

である。 

＜風力発電＞ 

FIT 開始と同時期に大規模風力発電設備が環境アセス法の対象に追加さ

れたこと（環境アセスの手続きには３～４年の期間が必要）、及び地域的に脆

弱な送電網の問題等が要因となり、1 万ｋW 以上の風力の導入実績は年間 25

万ｋW 程度から 5 万ｋW 程度に停滞。風力は大規模開発すれば火力並みの発

電コスト（10 円／ｋWh）が可能なため、今後の再エネの主たる担い手として重

要であり、即時償却を延長することで、事業者に対し引き続き支援を行う必要

がある。 

《政策目的の根拠》 

 平成 26 年 4 月 11 日に閣議決定された今次エネルギー基本計画では、「再

生可能エネルギーについては、2013 年から 3 年程度、導入を最大限加速して

いき、その後も積極的に推進していく」こと、「これまでのエネルギー基本計画

を踏まえて示した水準（※）を更に上回る水準の導入を目指」すことを明記。 

 

※2009 年 8 月に策定した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」（2020 年の

発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は 13.5％（1,414 億 kWh））

及び 2010 年 6 月に開催した総合資源エネルギー調査会総合部会・基本計画

委員会合同会合資料の「2030 年のエネルギー需給の姿」（2030 年の発電電力

量のうちの再生可能エネルギー等の割合は約 2 割（2,140 億 kWh））。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．地球温暖化対策の推進 

1－2 国内における温室効果ガスの排出抑制 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

先般閣議決定されたエネルギー基本計画における、再生可能エネルギーの開

発・利用を最大限加速化、を実現する。 



 

 
 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

将来のエネルギーミックスに関しては、省エネルギーの取組の進展、再生可

能エネルギーの導入状況、原発再稼働の状況、海外からの資源調達コストの

状況、高効率火力の技術開発の見通しなどを見極めて示すこととしているが、

再生可能エネルギーについては、 「これまでのエネルギー基本計画を踏まえ

て示した水準（※）を更に上回る水準の導入を目指」すことをエネルギー基本

計画に明記。 

 

※2009 年 8 月に策定した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」（2020 年の

発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は最大導入ケースにおい

て 13.5％（1,414 億 kWh））及び 2010 年 6 月に開催した総合資源エネルギー調

査会総合部会・基本計画委員会合同会合資料の「2030 年のエネルギー需給

の姿」（2030 年の発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は約 2 割

（2,140 億 kWh））。 

 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

 本措置により、設備導入にかかる初期負担軽減（キャッシュフロー改善）がは

かられ、再生可能エネルギーの導入が更に促進する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数 

平成 24 年度（実績）   17,410 件 

平成 25 年度見込み  103,064 件 

平成 26 年度見込み  103,074 件 

 

※FIT による認定を受けて運転を開始した件数又は開始が見込まれる件数

（太陽光 10ｋＷ以上及び風力 1 万ｋＷ以上） 

② 減収額 平成 23 年度 232 億円 

平成 24 年度 271 億円 

（出典：財務省「租税特別措置の適用実態調査」） 

※グリーン投資減税の対象設備全体の減収額。上記適用実態調査結果には

グリーン投資減税とエネ革税制の両方が記載されているので、あわせて示す。 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 23 年～平成 25 年） 

再生可能エネルギー導入量は順調に増加しており、その推移は下記のとお

り。 

 

再生可能エネルギー累積導入量（設備容量：ｋＷ） 
2011 年度 1,860 万ｋＷ 
2012 年度 2,242 万ｋＷ 
2013 年度 2,960 万ｋＷ 
 
（出典：資源エネルギー庁新エネルギー小委員会資料） 
 
太陽光発電累積導入量（設備容量：ｋＷ） 
2011 年度  531 万ｋＷ 
2012 年度   728 万ｋＷ 
2013 年度 1,432 万ｋＷ 
 
（出典：資源エネルギー庁新エネルギー小委員会資料） 

 

 

 



 

 
 

 

風力発電累積導入量（設備容量：kW） 
2011 年度 256 万ｋＷ 
2012 年度 264 万ｋＷ 
2013 年度 269 万ｋＷ 
 

（出典：資源エネルギー庁新エネルギー小委員会資料） 

 

 

 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 25

年） 

グリーン投資減税の創設当時、目標で示された「再生可能エネルギー導入

量の約１％」を「2030 年の発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合

21％（長期エネルギー需給見通し）」の内の１％であるとすると、達成すべき数

値は以下のとおり。 

 

2,140 億ｋWh÷21＝102 億ｋWh 

 

これを平成 25 年度から平成 27 年度の 3 年間で達成することとしている。平

成 25 年度の導入実績を発電電力量に換算すると以下のとおり。 

 

太陽光：704 万ｋW×24 時間×365 日×0.12＝74 億ｋWh 

風力：5 万ｋW×24 時間×365 日×0.2＝8,700 万ｋWh 

 

上記約 75 億ｋWh のうちグリーン投資減税の直接的な寄与度はアンケート結

果等より約 3 割と想定されることから、75 億ｋWh×0.3＝22.5 億ｋWh 

 

従って、3 年間のうち最初の 1 年では目標の約 22％を達成した状況といえ

る。今後はより一層の加速的導入が必要である。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 25 年度） 

上記計算結果から、平成 25 年度の即時償却の効果は 22 億ｋWｈと見込ま

れることから、仮に本税制が拡充・延長されない場合には、同程度の発電電力

量が導入されないことが想定される。 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間： 平成 23 年度～平成

25 年度） 

 

本措置により太陽光及び風力発電設備等のエネルギー環境負荷低減推進

設備等への投資時の負担の軽減が図られることから、投資促進の効果があ

る。平成 25 年度の委託調査で FIT 認定事業者に対して実施したアンケート結

果によると、事業者の約 4 割がグリーン投資減税を投資インセンティブとして重

視しており、特に即時償却の効果としては FIT 開始後から平成 25 年度末まで

に約 27,000 件、約 4,000 億円の投資誘因効果があったと試算できるため、今

後も同程度の効果が見込まれる。 

 

 



 

 
 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

エネルギー関連投資の促進支援は広く事業者全般を対象とすべきものであ

り、特定業界や個別企業の信用力によらず利用可能な税制による措置をもっ

て進めることが適切である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本税制は補助金との併用が認められていない。よって、補助金と本税制とで

対象設備が重複することはない。 

また、固定価格買取制度と本税制措置との関係では、固定価格買取制度

はランニングコスト支援、税制は設備導入にかかる初期負担軽減（キャッシュ

フロー改善）と役割分担がなされている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

- 

10 有識者の見解 - 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 24 年 8 月 

 


